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(57)【要約】
【課題】室内機や室外機に設けられたファンガードが外
れている場合に、室内機や室外機の運転を停止して安全
性を向上する新規な空気調和機を提供することにある。
【解決手段】ファンガードの取り付け状態（設置状態）
を検出し、ファンガードが取り付けられていないことを
検出すると、室内機或いは室外機の電動モータの運転を
停止させる構成とした。これによれば、室内機や室外機
に設けられたファンガードが外れている場合に、室内機
や室外機の電動モータの運転を停止することによって安
全性を向上することができる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも、送風ファンと、前記送風ファンを駆動する電動モータと、前記送風ファン
を介して送られる空気と冷媒とを熱交換する熱交換器とを収容した筐体、前記筐体の空気
の通過面に取り付けられたファンガード、及び前記電動モータを制御する制御装置を備え
た空気調和機において、
　前記制御装置は、前記ファンガードの取り付け状態を検出し、前記ファンガードが取り
付けられていないことを検出すると、前記電動モータの運転を停止することを特徴とする
空気調和機。
【請求項２】
　請求項１に記載の空気調和機において，
　前記制御装置は、前記電動モータの電気量を検出しており、前記電動モータの電気量が
前記ファンガードを外した時の電気量の値よりも大きくなった場合に、前記ファンガード
が外れていると判断して前記電動モータを停止することを特徴とする空気調和機。
【請求項３】
　請求項１に記載の空気調和機において，
　前記制御装置は、前記電動モータの所定時間内の電気量の増加量を検出しており、前記
電動モータの電気量の増加量が、前記ファンガードを外した時の電気量の増加量で定まる
所定増加量よりも大きくなった場合に、前記ファンガードが外れていると判断して前記電
動モータを停止することを特徴とする空気調和機。
【請求項４】
　請求項１に記載の空気調和機において，
　前記ファンガードの取付状態をリミットスイッチによって検出し、
　前記制御装置は、前記リミットスイッチの信号によって前記ファンガードが外れている
と判断すると前記電動モータを停止することを特徴とする空気調和機。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の空気調和機において，
　前記制御装置は、前記ファンガードが外れていると判断すると、前記制御装置と別の報
知手段に前記判断情報を送り、前記報知手段によって前記ファンガードが外れていること
を報知することを特徴とする空気調和機。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の空気調和機において，
　前記制御装置は、前記ファンガードが外れていると判断した場合でも、前記電動モータ
の運転を行うことができる継続モードを実行できる切り替え手段を備えていることを特徴
とする空気調和機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は熱交換装置を備えた空気調和機に係り、特に筐体内に設けられ送風機を介して
送られる空気と熱交換器を流れる冷媒との間で熱交換する熱交換装置を備えた空気調和機
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に空気調和機は、冷媒が封入された冷媒循環流路に、冷媒を圧縮する圧縮機と、
冷媒と室内の空気とを熱交換させる室内熱交換器と、冷媒を減圧する膨張弁と、冷媒と外
気とを熱交換させる室外熱交換器とを順次配設してなる冷凍サイクルを備えている。室外
熱交換器は、室外熱交換器に空気を送る送風機と共に室外機の筐体内に格納され、また、
室内熱交換器は、室内熱交換器に室内の空気を送る送風機と共に室内機の筐体内に格納さ
れている。
【０００３】
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　このような構成の空気調和機は、例えば、特開２０１０-２３６７１５号公報（特許文
献１）に記載されている。そして、室内機の内部に設けられた室内熱交換器の近傍には、
送風機である室内ファンが設置されている。室内ファンは、遠心ファンとそれを回転駆動
する回転数可変の電動モータから成っている。室内側制御装置が、インバータ制御装置で
ある室内ファン駆動装置を制御し、室内ファンの運転開始や停止、回転数の変更を行う。
【０００４】
　また、同様に室外機には、室外熱交換器の近くに送風機である室外ファンが設置されて
いる。室外ファンは、プロペラファンとそれを回転駆動する回転数可変の電動モータから
構成されている。室外側制御装置が、インバータ制御装置である室外ファン駆動装置を制
御し、室外ファンの運転開始や停止、回転数の変更を行う。
【０００５】
　尚、室内機は据付場所に対応して様々な形態のものがあるが、近年、特に業務用の分野
では、筐体を天井内に埋め込み、天井面に設置された化粧パネルを介して空気の吸い込み
、吹き出しを行う、いわゆる天井埋込型空気調和機が主流となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０-２３６７１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、特許文献１の図５にもあるように室内機においては、ファンガードとなる吸
い込みグリルは化粧パネルから着脱可能であり、フィルタの清掃やファン、電気品箱等の
メンテナンスが容易な構造となっている。また、室外機の吹き出し口には、プロペラファ
ンを覆うファンガードとなる吹き出しグリルが設置され、プロペラファンに外部からの障
害物が接触しないように保護されている。このように、室内機の吸い込みグリルや室外機
の吹き出しグリルのようなファンガードは、回転体であるファンに人や障害物が接触する
のを防いで怪我や空気調和機の破損を防止する保護装置である。
【０００８】
　しかしながら、悪戯などでファンガードが故意に外された場合や、清掃作業でファンガ
ードの再装着を失念した場合等であっても、室内機や室外機では運転が継続され、使用者
等が気付くまでは保護装置なしの状態でも運転できてしまい、安全上の観点から好ましく
ないという課題があった。
【０００９】
　本発明の目的は、室内機や室外機に設けられたファンガードが外れている場合に、室内
機や室外機の運転を停止して安全性を向上する新規な空気調和機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の特徴は、ファンガードの取り付け状態を検出し、ファンガードが取り付けられ
ていないことを検出すると、室外機或いは室外機の電動モータの運転を停止させる、とこ
ろにある。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、室内機や室外機に設けられたファンガードが外れている場合に、室内
機や室外機の電動モータの運転を停止することによって安全性を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】空気調和機の一般的な室内機の断面を示す断面図である。
【図２】空気調和機の一般的な室外機の断面を示す断面図である。
【図３】本発明の第１の実施形態になる空気調和機の電動モータ運転制御部の概略を表す
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ブロック図である。
【図４】ファンガードの有無と電動モータの回転数と電流との関係を示す特性図である。
【図５Ａ】本発明の第２の実施形態を説明するため、運転状態を変えて回転数を変化させ
た時の電流値の時間的変化を示した特性図である。
【図５Ｂ】本発明の第２の実施形態を説明するため、運転中にファンガードを外した時の
電流値の変化を示した特性図である。
【図６】本発明の第３の実施形態になる空気調和機の電動モータ運転制御部の概略を表す
ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の実施形態について図面を用いて詳細に説明するが、本発明は以下の実施形態に
限定されることなく、本発明の技術的な概念の中で種々の変形例や応用例をもその範囲に
含むものである。
【００１４】
　本発明の空気調和機を説明する前に一般的な室内機及び室外機の構成について説明する
が、図１は天井埋込型空気調和機の室内機を示し、図２はその室外機を示している。
【００１５】
　図１において、室内機は周囲に風向板１０４を備えた吹き出し口１０５が配設された化
粧パネル１０１と、化粧パネル１０１に接続された筐体１０２から構成されている。筐体
１０２内には電動モータ１０６及び電動モータ１０６のシャフトに接続された遠心ファン
１０７からなる遠心送風機１２０が設置され、電動モータ１０６を運転することにより遠
心ファン１０７が回転する。
【００１６】
　図１の矢印１１５に示す様に、室内空気は遠心ファン１０７の吸い込み口を覆うファン
ガードとなる吸込みグリル１０３、吸い込みグリル１０３に設置されたフィルタ１１６、
筐体１０２内に設置されたベルマウス１１０を通して遠心ファン１０７の吸い込み口に吸
い込まれ、矢印１１８で示されるように遠心ファン１０７の吐き出し口より吐出される。
【００１７】
　また，遠心送風機１２０の周囲を取り囲むように室内熱交換器１０８が配置され，遠心
ファン１０７から吐出された空気は室内熱交換器１０８で熱交換されたあと、矢印１１７
に示すように吹出口１０５より室内に吹出される。
【００１８】
　また、室内熱交換器１０８の下部には冷房時に室内熱交換器１０８に生じる結露水を受
けるためのドレンパン１０９が設置されている。更に、ベルマウス１１０の下面には運転
を制御するための図示しない制御基板を収納した電気品箱１１１が取り付けられている。
ここで、ファンガードとなる吸い込みグリル１０３は化粧パネル１０１から着脱可能であ
り、フィルタ１１６の清掃やファン、電気品箱等のメンテナンスが容易な構造となってい
る。
【００１９】
　一方、室外機は熱交換後の空気を筐体の上部から吹き出す上吹き型や、熱交換後の空気
を筐体の前面から吹き出す横吹き型といった形態がある。図２に空気調和機の室外機の構
成を示している。この室外機は横吹き型の構成を示している。
【００２０】
　図２において、筐体１２１の内部は仕切板１２２により、圧縮機１２３や図示しない制
御基板を収納した電気品箱１２４を収める機械室１２５と、プロペラファン１２６と電動
モータ１２７からなる軸流送風機１２８を備えた送風機室１２９に分けられている。送風
機室１２９の軸流送風機１２８の上流には熱交換器１３０が配置され、電動モータ１２７
を運転することによりプロペラファン１２６が回転し、熱交換器１３０を介して周囲の空
気を吸込み、筐体に設けられた吹き出し口１３１より熱交換された空気を吹き出すもので
ある。ここで、吹き出し口１３１には、プロペラファン１２６を覆うファンガードとなる
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吹き出しグリル１３２が設置され、プロペラファン１２６に障害物が接触しないように保
護されている。
【００２１】
　上述したように従来の空気調和機においては、悪戯などでファンガードが故意に外され
た場合や、清掃作業でファンガードの再装着を失念した場合等であっても、室内機や室外
機では運転が継続され、使用者等が気付くまでは保護装置なしの状態でも運転できてしま
い、安全上の観点から好ましくないという課題があった。
【００２２】
　そこで、本発明ではファンガードの取り付け状態（設置状態）を検出し、ファンガード
が取り付けられていないことを検出すると、室内機或いは室外機の運転を停止させる構成
としたものである。これによれば、室内機や室外機に設けられたファンガードが外れてい
る場合に、室内機や室外機の電動モータの運転を停止することによって安全性を向上する
ことができる。以下、本発明の実施形態について図面を用いて詳細に説明する。
【実施例１】
【００２３】
　図３は本発明の第１の実施形態である空気調和機の電動モータ運転制御部の概略を表す
ブロック図である。尚、この図３は空気調和機の室内機の例について示したものであるが
、室外機おいても基本的には同一であるので説明は省略する。
【００２４】
　図３において、制御基板１には電源回路部２、マイクロコンピュータを主体とする制御
部３、制御プログラムや演算で使用する制御定数が記憶されたＲＯＭや、ワークエリアと
して機能するＲＡＭ等からなるメモリ部４、電動モータに供給される電流の大きさを検出
する電流検出部５が備えられている。電源回路部２は商用電源６から供給を受け、ファン
７を回転させるための電動モータ８の駆動回路９に直流電流を供給する。電流検出部５は
ホール素子を利用したものであり、電源回路部２と駆動回路９の間に接続され、駆動回路
９に供給する電動モータの駆動電流を検知する。
【００２５】
　また、制御部３は駆動回路９と接続され、電動モータ８を運転するために必要な情報を
やり取りするほか、表示部１０を備えたリモコン１１と接続され、使用者がリモコン１１
にて設定した情報を制御部３で受け取り、空気調和機の制御を行ったり、制御部３からリ
モコン１１に送られた運転情報を表示部１０に表示したりする。
【００２６】
　図４に、電動モータ８の回転数と電動モータ８に供給される電流、すなわち電流検出部
５にて検出される電流との関係を示している。ファンの回転数は、運転状態によって決め
られており、「弱運転」状態では回転数Ｎ１で回転され、「中運転」状態では回転数Ｎ２
で回転され、「強運転」状態では回転数Ｎ３で回転されるものである。したがって、「弱
運転」状態から「中運転」状態に運転状態が変化された時には、電動モータ８の回転数は
回転数Ｎ１から回転数Ｎ２に変更されるものとなる。
【００２７】
　そして、ファンガードとなる吸い込みグリル１０３が正常に装着されている通常の場合
（以下、通常状態という）は、図４の実線で示すように回転数が増えると電流値が増える
ものである。一方、ファンガードとなる吸込みグリル１０３が外れている場合（以下、異
常状態という）も回転数が増えると共に電流値が増えるが、流路抵抗となるファンガード
がない分だけ風量が増えるため、電流値としては通常状態の場合に比べて大きくなる。
【００２８】
　例えば、「弱運転」の回転数がＮ１の時の通常状態の電流値はＩ１ｎであるが、異常状
態の電流値はＩ１ａとなり、異常状態の方が電流値は大きくなる。同様に、「中運転」の
回転数がＮ２の時の通常状態の電流値はＩ２ｎであるが、異常状態の電流値はＩ２ａとな
り、「強運転」の回転数がＮ３の時の通常状態の電流値はＩ３ｎであるが、異常状態の電
流値はＩ３ａとなり、いずれの場合も異常状態の方が電流値は大きくなる。
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【００２９】
　したがって、ファンガードを取り外した状態で、回転数を上昇させていった時の駆動回
路９に供給される電流値を、回転数Ｎ１、Ｎ２、Ｎ３のように所定回転数毎に予め求めて
おき、これを回転数テーブルに記憶させるようにしておく。この電流値は室内機の電動モ
ータ８を停止するための電流閾値として使用されるものである。そして、この回転数テー
ブルは制御基板のメモリ部（例えば、フラッシュメモリ等）４に記憶されており、制御部
３を構成するマイクロコンピュータの制御フローで使用される。尚、マイクロコンピュー
タの機能等は既に良く知られているので、ここでは詳細な説明を省略する。
【００３０】
　例えば、マイクロコンピュータにおいては、所定時間毎に割り込みを発生させて異常状
態検出プログラムを起動させ、現在のファン７、或いは電動モータ８の回転数を検出し、
同時に電流検出部５から駆動回路９に流れ込んでいる現在の電流値を検出する。これらの
回転数情報と電流値情報はマイクロコンピュータのＲＡＭに一時的に記憶される。
【００３１】
　一方、マイクロコンピュータは検出された回転数情報からメモリ部４に予め記憶された
、「弱運転」の回転数Ｎ１、「中運転」の回転数Ｎ２、「強運転」の回転数Ｎ３に対応し
た電流閾値（ここでは、ファンガードが外された時の電流値）を読み込む。
【００３２】
　次にマイクロコンピュータは、ＲＡＭに記憶された検出された電流値とメモリ部４に記
憶された電流閾値とを比較し、検出された電流値が電流閾値より低ければファンガードが
正常に取り付けられていると見做して室内機の運転を継続する。一方、検出された電流値
が電流閾値より高ければファンガードが外れていると見做して室内機の電動モータ８の運
転を停止する。
【００３３】
　尚、本実施例では１つの設定回転数（Ｎ１、Ｎ２、Ｎ３のいずれか）に対応する電流値
の比較を行って上述の判断を行っているが、２つ以上の異なった設定回転数に対応する電
流値の比較を行い、２つ以上の電流値が共に電流閾値より大きくなっていると、最終的に
ファンガードが外れていると見做して室内機の運転を停止するようにしても良いものであ
る。このようにすると、より精度の高い異常状態の判断が可能となる。
【００３４】
　このように、本実施例では、ファンガードの取り付け状態を、予め求めた異常状態の電
流閾値と検出された電流値を比較して検出（判断）し、ファンガードが取り付けられてい
ないことを検出すると、室内機或いは室外機の運転を停止させる構成としたものである。
これによれば、室内機や室外機に設けられたファンガードが外れている場合に、室内機や
室外機の電動モータの運転を停止することによって安全性を向上することができる。
【００３５】
　尚、本実施例や以下に述べる実施例２では駆動回路から電動モータに流れ込む電流の変
化を利用しているが、これ以外に制御基板から電動モータにかかる電圧や、電動モータに
供給される電力を使用することも可能である。尚、本発明の請求項では電流、電圧、電力
をまとめて電気量と総称する。
【実施例２】
【００３６】
　次に本発明の第２の実施形態について説明する。図５Ａ，図５Ｂに、電動モータ８の回
転数を変化させた時の電流値の変化と、室内機の運転中にファンガードを外した時の電流
値の変化を示している。
【００３７】
　図５Ａにあるように、時刻Ｔ１で「弱運転」の状態から「中運転」に切り替えると、回
転数は「弱運転」の回転数Ｎ１から、時刻Ｔで「中運転」の回転数Ｎ２に変更される。こ
の時、回転数に対応した電流は、Ｉ１からＩ２に徐々に増加されていく制御を実行されて
いる。つまり、制御部３の制御によって電動モータ８に供給される電流は段階的に徐々に
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増やされていく制御を実行されている。
【００３８】
　このため、回転数Ｎ１から回転数Ｎ２に到達する間の電流の増加特性は予め決められて
いる。もちろん、回転数Ｎ２から回転数Ｎ３、回転数Ｎ１から回転数Ｎ３に到達する間の
電流の増加特性も予め決められている。したがって、所定時間ΔＴの間に増加する電流は
差分電流値ΔＩａとなり、これは既知である。
【００３９】
　一方、図５Ｂにあるように、室内機の運転中にファンガードが外された場合の電流値は
同じ所定時間ΔＴの間に差分電流値ΔＩｂだけ変化する。この時、ΔＩａ＜ΔＩｂの関係
を有しているので、ΔＩｂより小さくΔＩａより大きい差分電流値Ｉｓ（ΔＩａ＜ΔＩｓ
＜ΔＩｂの関係を有する）を差分電流閾値とすることで、運転中にファンガードが外され
たことを検出することができる。この差分電流閾値Ｉｓはメモリ部４に記憶されている。
尚、ΔＩａ、ΔＩｂ、ΔＩｓは電流値の変化量（差分）であり、電流値の絶対値ではない
。
【００４０】
　そして、マイクロコンピュータにおいては、所定時間毎に実行されている電動モータ制
御プログラムにおいて、電流検出部５によって電動モータ８に流れ込んでいる現在の電流
値を検出する。この電流値情報はマイクロコンピュータのＲＡＭに一時的に記憶される。
【００４１】
　次にマイクロコンピュータは所定時間ΔＴの経過後の電流値を検出する。これはタイマ
を利用して、所定時間ΔＴの経過後の電流値を検出しても良いし、電動モータ制御プログ
ラムが時間起動なので、このプログラム実行回数から所定時間ΔＴを検出しても良い。
【００４２】
　次にマイクロコンピュータは、ＲＡＭに記憶された前回の検出電流値と、今回検出され
た電流値を減算して差分電流値ΔＩａ或いは差分電流値ΔＩｂを求める。求められた差分
電流値Ｉａ或いは差分電流値Ｉｂは、メモリ部４に記憶された差分電流閾値Ｉｓと比較さ
れ、差分電流値Ｉａが差分電流閾値Ｉｓより低ければファンガードが正常に取り付けられ
ていると見做して室内機の運転を継続する。一方、差分電流値Ｉｂが差分電流閾値Ｉｓよ
り大きければファンガードが外されたと見做して室内機の運転を停止する。
【００４３】
　尚、差分電流閾値Ｉｓが、電動モータ８の電流値（＝回転数）の大きさに依存する場合
は、夫々に対応した差分電流閾値Ｉｓを設定することもできる。
【００４４】
　このように、本実施例では、室内機の運転中にファンガードが取り外されたことを、予
め求めた差分電流閾値と検出された差分電流値を比較して検出（判断）し、ファンガード
が外されたことを検出すると、室内機或いは室外機の電動モータの運転を停止させる構成
としたものである。これによれば、室内機や室外機に設けられたファンガードが運転中に
外された場合に、室内機や室外機の電動モータの運転を停止することによって安全性を向
上することができる。
【実施例３】
【００４５】
　次に本発明の第３の実施形態について説明する。図６は第３の実施形態になる空気調和
機の電動モータ運転制御部の概略を表すブロック図である。本実施例は、制御部には電流
検知部ではなく、リミットスイッチが接続されている点で実施例１と異なっている。
【００４６】
　ここで、リミットスイッチ（マイクロスイッチ）１２はファンガードが取り付けられて
いる部分に設けられており。ファンガードが正常に取り付けられている状態でＯＮ信号を
出力する構成となっている。
【００４７】
　マイクロコンピュータにおいては、所定時間毎に割り込みを発生させて異常状態検出プ
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ログラムを起動させ、リミットスイッチ１２の信号を監視している。マイクロコンピュー
タはリミットスイッチ１２がＯＮ信号を出力していると判断すると、ファンガードが正常
に取り付けられていると見做して室内機の運転を継続する。一方、リミットスイッチ１２
がＯＦＦ信号を出力していると判断すると、ファンガードが外されている、或いは現時点
で、ファンガードが外されたと見做して室内機の運転を停止する。
【００４８】
　このように、本実施例では、室内機の運転中にファンガードが取り外されたことを、リ
ミットスイッチの信号を監視して検出し、ファンガードが外されたことを検出すると、室
内機或いは室外機の電動モータの運転を停止させる構成としたものである。これによれば
、室内機や室外機に設けられたファンガードが外されている、或いは運転中に外された場
合に、室内機や室外機の電動モータの運転を停止することによって安全性を向上すること
ができる。
【００４９】
　尚、以上の各実施例においては室内機の例について述べているが、室外機でも同様であ
る。但し、室外機の場合は一般的に制御部はリモコンとは接続されておらず、制御部は室
内機の制御基板に配線によって接続され、室内機の制御部がリモコンに接続されている。
【００５０】
　ここで、ファンガードが外されたことを検知し運転を止めている際に、リモコン１１の
表示部１０に異常検知情報を表示することもできるし、音声によって報知することもでき
る。特に、室外機のファンガードが外れた場合、使用者がそれに気付かないことが往々に
して発生する。この場合、リモコン１１の表示部に異常検知の情報を表示する、或いは音
声で報知することで使用者に異常を知らせることができる。
【００５１】
　更に、複数の空気調和機を接続し集中管理するシステムにおいては、集中管理コントロ
ーラに異常検知情報を表示させても良いし、遠隔監視装置に接続されている場合は、遠隔
監視装置に異常検知情報を報知しても良い。もちろん音声による報知も実施してよいこと
は言うまでもない。
【００５２】
　また、メンテナンスなどの際にはファンガードを外したままで運転を行う必要がある場
合も想定される。そこで、ファンガードが外されていることを検知した際に、運転を継続
する継続モードと、運転を停止する停止モードを切り替える切り替え手段を備えても良い
。つまり、メンテナンスを行う場合、作業者が継続モードを選択すれば、ファンガードが
外されていることを検知しても空調機の電動モータの運転が継続され、停止モードを選択
すれば、ファンガードが外されていることを検知すると空調機の電動モータの運転を停止
するものである。
【００５３】
　この場合は、切り替え手段はリモコン１１に設けられ、リモコン１１から制御部３に切
り替え信号を送信し、制御部３は継続モード或いは停止モードを選択することで、上記し
たメンテナンス作業が可能となる。また、これ以外の方法として、空気調和機の制御基板
上に切り替えスイッチを設け、この切り換えスイッチの選択信号によって継続モード或い
は停止モードを選択することで、上記したメンテナンス作業が可能となる。
【００５４】
　以上述べた通り本発明よれば、ファンガードの取り付け状態（設置状態）を検出し、フ
ァンガードが取り付けられていないことを検出すると、室内機或いは室外機の電動モータ
の運転を停止させる構成とした。これによれば、室内機や室外機に設けられたファンガー
ドが外れている場合に、室内機や室外機の電動モータの運転を停止することによって安全
性を向上することができる。
【００５５】
　尚、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。例
えば、上記した実施例は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであり
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、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、ある実施
例の構成の一部を他の実施例の構成に置き換えることが可能であり、また、ある実施例の
構成に他の実施例の構成を加えることも可能である。また、各実施例の構成の一部につい
て、他の構成の追加・削除・置換をすることが可能である。
【符号の説明】
【００５６】
　１…制御基板、２…電源回路、３…制御部、４…メモリ部、５…電流検出部、６…商用
電源、７…ファン、８…電動モータ、９…駆動回路、１０…表示部、１１…リモコン、１
２…リミットスイッチ　、１０１…化粧パネル、１０２…筐体、１０３…吸込みグリル、
１０４…風光板、１０５…吹出し口、１０６…電動モータ、１０７…遠心ファン、１０８
…熱交換器、１０９…ドレンパン、１１０…ベルマウス、１１１…電気箱、１１５、１１
７、１１８…空気の流れを示す矢印、１１６…フィルタ、１２０…遠心送風機、１２１…
筐体、１２２…仕切り板、１２３…圧縮機、１２４…電気箱、１２５…機械室、１２６…
プロペラファン、１２７…電動モータ、１２８…軸流送風機、１２９…送風機室、１３０
…熱交換器、１３１…吹出し口、１３２…吹出しグリル。

【図１】 【図２】
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